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地
方
税
法
第
４
１
６
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
平
成　

年
度
土

２１

地
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に
つ
い

て
、
下
記
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

ま
す
。
縦
覧
で
き
る
方
は
、
西
原

町
内
に
所
在
す
る
土
地
、
家
屋
、

償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
で
、
所

有
者
本
人
の
場
合
は
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
等
）

と
印
鑑
、
所
有
者
以
外
（
代
理
人
）

の
方
が
縦
覧
す
る
場
合
は
、
所
有

者
か
ら
の
委
任
状
と
代
理
人
で
あ

る
と
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
等
）
及
び
代
理
人
の
印
鑑
を

ご
持
参
下
さ
い
。

【
縦
覧
期
間
】４
月
１
日
〜
６
月
１

日
（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時　

分
〜
５
時　

分

３０

１５

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

【
縦
覧
場
所
】西
原
町
役
場
税
務
課

【
お
問
合
せ
】
税
務
課

�
９
４
５
―

４
７
２
９（
内
線
１
４
５
）

　

４
月
１
日
よ
り
、
平
成　

年
度

２１

分
の
心
身
障
害
者（
児
）福
祉
タ
ク

シ
ー
利
用
券
の
交
付
が
始
ま
り
ま

す
。
こ
の
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
は
、

本
町
と
契
約
を
し
て
い
る
町
内
の

タ
ク
シ
ー
会
社
で
使
え
ま
す
。
初

乗
り
運
賃
の
み
の
助
成
で
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
対
象
者
】①
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
、
１
・
２
級
に
該
当

す
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
。

・
視
覚
障
害
者
、
上
肢
・
下
肢
・

体
幹
又
は
運
動
機
能
障
害
者

・
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ

う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸
又
は
免
疫

の
障
害
者

②
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
、
３
・
４
級
に
該
当
す
る
者
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
。
但
し
、
車
い
す
の
常
用
者

又
は
呼
吸
器
機
能
障
害
で
医
療
保

険
に
お
け
る
在
宅
酸
素
療
法
を
実

施
し
て
い
る
も
の
。

・
下
肢
・
体
幹
又
は
移
動
機
能
障

害
者

・
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ

う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸
又
は
免
疫

の
障
害
者

③
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
所
持
者

【
お
問
合
せ
】
介
護
支
援
課　

�
９
４
５
―

５
０
１
３

　

税
務
課
で
は
、
本
町
に
お
け
る

固
定
資
産
税
の
適
正
化
、
均
等
化

及
び
公
平
化
を
図
る
た
め
、
未
登

記
在
来
家
屋
（
課
税
さ
れ
て
な
い

建
物
）
の
現
況
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
町
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
対
象
家
屋
】新
築
及
び
増
築
し
た

建
物
で
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
て
な
い
建
物

【
調
査
期
間
】
５
月
１
日
〜

（
時
間
帯
９：

　

〜　

：

　

）

００

１８

００

【
調
査
員
】固
定
資
産
評
価
補
助
員

証
を
携
帯
し
た
税
務
課
職
員

【
お
問
合
せ
】
税
務
課　

�
９
４
５
―

４
７
２
９（
内
線
１
４
３
）

　

西
原
町
男
女
共
同
参
画
計
画
の

効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
、

広
く
町
民
の
協
力
を
求
め
、
か
つ
、

意
見
・
情
報
交
換
を
行
い
、
地
域

推
進
体
制
づ
く
り
を
促
進
す
る
た

め
「
地
域
推
進
委
員
会
」
の
委
員
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の
一
部
を
公
募
し
ま
す
。女
性
問
題

に
関
心
の
あ
る
方
を
希
望
し
ま
す
。

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
応
募
資
格
】西
原
町
に
住
所
を
有

す
る
者
及
び
職
場
又
は
活
動
拠
点

を
町
内
に
有
す
る
者

【
任
期
】
２
年

【
応
募
方
法
】所
定
の
応
募
用
紙
に

記
入
の
上
、
企
画
政
策
政
課
に
提

出
し
て
下
さ
い
。（
応
募
用
紙
は

企
画
政
策
課
に
て
配
布
）

【
応
募
締
切
日
】
４
月　

日
（
月
）

２０

【
決
定
通
知
】厳
選
な
る
審
査
の
上
、

本
人
に
通
知
し
ま
す
。

【
申
込
先
】
企
画
政
策
課

�
９
４
５
―
４
５
３
３
（
内
線
２
１
４
）

　

西
原
町
で
は
、
健
診
や
保
健
師

の
訪
問
等
に
お
い
て
、
発
育
面
で

栄
養
指
導
や
支
援
が
必
要
な
妊
産

婦
や
乳
児
に
対
し
て
、
健
康
保
持

増
進
を
図
る
た
め
の
栄
養
強
化
食

品
支
給
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
提

出
書
類
や
手
続
き
、
支
給
期
間
な

ど
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

【
対
象
者
】

生
活
保
護
世
帯
及
び
町
民
税
非
課

税
世
帯
の
妊
婦
・
産
婦
・
乳
児

【
支
給
食
品
】妊
産
婦
用
粉
ミ
ル
ク
、

乳
児
用
粉
ミ
ル
ク

【
お
問
合
せ
】
福
祉
課　

�
９
４
５
―

５
３
１
１（
内
線
１
２
５
）

【
日
時
】

５
月
２
日
（
土
）
午
後
６
時
開
演

【
会
場
】小
那
覇
児
童
公
園
内
特
設

会
場

【
出
場
資
格
】
年
齢
、
性
別
、
国
籍

問
わ
ず
、　

組
限
定

１５

【
応
募
要
領
】
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

性
別
、
連
絡
先
、
応
募
動
機
を
記

入
の
上
、
小
那
覇
公
民
館
宛
提
出

（
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

【
応
募
締
切
日
】
４
月　

日
２０

【
お
問
合
せ
】
小
那
覇
公
民
館

〒
９
０
３
―

０
１
０
３
西
原
町
字

小
那
覇
３
９
７

�
９
４
６
―

０
７
４
８
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
）

　

平
成　

年
度
国
民
健
康
保
険
税
、

２１

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護

保
険
料
の
特
別
徴
収
（
年
金
天
引

き
）
第
１
期
分
は
、
４
月
の
年
金

受
給
時
に
差
引
き
さ
れ
ま
す
。

（
年
金
天
引
き
対
象
者
は
年
６
回

で
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。）

【
お
問
合
せ
】
健
康
推
進
課

�
９
４
５
―

４
７
９
１

　

４
月　

日
よ
り
、
社
会
福
祉
セ

２８

ン
タ
ー
周
辺
に
鯉
の
ぼ
り
を
掲
げ

ま
す
の
で
、
不
要
に
な
っ
た
鯉
の

ぼ
り
を
お
譲
り
下
さ
い
。

【
お
問
合
せ
】町
社
会
福
祉
協
議
会

�
９
４
５
―

３
６
５
１


